
広報 やくも 5月号 　2

国
民
健
康
保
険
の

�

届
出
に
つ
い
て

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
と

き
や
、
社
会
保
険
な
ど
へ
の
加
入

に
よ
り
国
保
を
脱
退
す
る
と
き

は
、
役
場
の
窓
口
で
届
出
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

　

マ
イ
ナ
保
険
証
を
ご
利
用
中
の

方
も
自
動
的
に
切
り
替
わ
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず
届
出

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※�

手
続
き
に
必
要
な
書
類
な
ど
、

詳
し
く
は
町
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

非
自
発
的
失
業
に
対
す

る
国
民
健
康
保
険
税
の

軽
減
に
つ
い
て

　

倒
産
・
解
雇
・
雇
い
止
め
な
ど

に
よ
り
離
職
さ
れ
た
方
は
、
国
民

健
康
保
険
税
の
軽
減
措
置
を
受
け

ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

役
場
窓
口
で
申
請
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。

【
対
象
と
な
る
方
】

　

離
職
の
翌
日
か
ら
翌
年
度
末
ま

で
の
期
間
に
お
い
て
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
、
失
業
給
付
を
受

け
る
方

①
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者

（
倒
産
・
解
雇
等
に
よ
る
離
職
）

②
雇
用
保
険
の
特
定
理
由
離
職
者

（
雇
い
止
め
等
に
よ
る
離
職
）

【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】

・�

国
民
健
康
保
険
の
資
格
情
報
が

分
か
る
書
類

・�

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
ま
た

は
雇
用
保
険
受
給
資
格
通
知

※�

詳
し
く
は
町
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

【
申
請
先
】

・
住
民
生
活
課
国
民
健
康
保
険
係

・
熊
石
総
合
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

・
落
部
支
所

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

住
民
生
活
課
国
民
健
康
保
険
係
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【
新
・
増
築
の
家
屋
調
査
に

�

ご
協
力
く
だ
さ
い
】

　

固
定
資
産
税
の
適
正
課
税
の
た

め
、
新
築
ま
た
は
増
築
さ
れ
た
住

宅
・
物
置
・
倉
庫
・
畜
舎
な
ど
の

家
屋
を
対
象
に
「
家
屋
調
査
」
を

実
施
し
て
い
ま
す
。
家
屋
を
新
・

増
築
さ
れ
た
際
は
、
下
記
ま
で
ご

連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
簡
素
な
物
置
や
車
庫
で

あ
っ
て
も
、
外
気
分
断
性
・
用
途

性
・
土
地
へ
の
定
着
性
が
備
わ
っ

て
い
る
場
合
は
、
家
屋
と
し
て
課

税
さ
れ
ま
す
。
土
地
へ
の
定
着
性

の
判
断
に
つ
い
て
は
、
束
石
に
よ

る
簡
易
な
設
置
で
も
、
家
屋
本
体

と
束
石
が
羽
子
板
ボ
ル
ト
な
ど
の

金
具
で
固
定
さ
れ
て
い
れ
ば
課
税

対
象
と
な
り
ま
す
。
簡
易
に
設
置

で
き
る
プ
レ
ハ
ブ
式
の
物
置
も
課

税
対
象
で
す
。

【
家
屋
の
取
壊
し
お
よ
び

�

所
有
権
移
転
に
つ
い
て
】

〇
家
屋
を
取
壊
し
た
場
合

　

未
登
記
の
家
屋
を
取
壊
し
た
と

き
は
、
下
記
ま
で
届
け
出
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
登
記
さ
れ
て
い
る
家
屋

の
場
合
は
、
法
務
局
で
「
滅
失
登

記
」
の
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。

※�

固
定
資
産
税
の
賦
課
期
日
は
毎

年
１
月
１
日
で
す
。
賦
課
期
日

ま
で
に
手
続
き
が
行
わ
れ
な
い

場
合
、
引
き
続
き
課
税
さ
れ
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

〇
所
有
権
移
転
し
た
場
合

　

相
続
・
売
買
・
贈
与
な
ど
に
よ

り
、
未
登
記
家
屋
の
所
有
権
を
移

転
し
た
と
き
も
、
下
記
ま
で
届
け

出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
登
記
さ
れ
て
い
る
家
屋

の
場
合
は
、
法
務
局
で
「
所
有
権

移
転
登
記
」
の
手
続
き
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

※�

賦
課
期
日
ま
で
に
手
続
き
が
行

わ
れ
な
い
場
合
、
元
の
所
有
者

に
課
税
さ
れ
ま
す
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

【
住
宅
用
地
の
特
例
に
つ
い
て
】

　

住
宅
が
建
っ
て
い
る
土
地
に
つ

い
て
は
、
土
地
の
固
定
資
産
税
が

1
／
6
ま
た
は
1
／
3
に
軽
減
さ

れ
る
「
住
宅
用
地
の
特
例
」
が
適

用
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
特
例
を
受
け
る
た
め
に

は
、「
住
宅
用
地
の
申
告
書
」
を

提
出
が
必
要
で
す
。
な
お
、
既
に

特
例
が
適
用
さ
れ
て
い
る
土
地
に

つ
い
て
は
、
建
て
替
え
な
ど
を
し

な
い
限
り
改
め
て
申
告
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

※�

「
住
宅
用
地
の
特
例
」
は
、
住

宅
の
種
類
や
規
模
、
土
地
の
面

積
に
よ
り
適
用
の
範
囲
が
異
な

り
ま
す
。

【
届
出
先
】

・
財
務
課
資
産
税
係

・
熊
石
総
合
支
所
地
域
振
興
課

・
落
部
支
所

【
問
い
合
わ
せ
先
】

・
財
務
課
資
産
税
係
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ご
み
計
量
器
の
定
期
検
査
を
実

施
す
る
た
め
、
５
月
13
日
㈫
の
正

午
か
ら
午
後
１
時
ま
で
の
間
、
ご

み
の
受
け
入
れ
を
停
止
し
ま
す
。

　

大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す

が
、
検
査
中
は
ご
み
の
搬
入
を
し

な
い
よ
う
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

※�

検
査
終
了
後
受
け
入
れ
可
能
と

な
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
南
部
桧
山
清
掃
セ
ン
タ
ー
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国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ

固
定
資
産
税
に
関
す
る
お
知
ら
せ

家
屋
の
新
増
築
、
取
壊
し
、

�

所
有
権
移
転
に
つ
い
て

町ＨＰ

町ＨＰ

南
部
桧
山
清
掃
セ
ン
タ
ー

�

か
ら
の
お
知
ら
せ


